
個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

個人情報ファイル簿（単票）

介護保険システム・地域包括支援センター電算システム（在宅援護に
関する事務）

朝霞市長

福祉部地域共生社会課福祉相談支援係

在宅援護実施のため。

１氏名、２住所、３年齢、４性別、５生年月日、６電話番号、７ファック
ス番号、８本籍、９続柄、１０印影、１１移送高齢者管理番号、１２徘徊
高齢者管理番号、１３要介護認定（更新）申請日、１４親族氏名、１５親
族本籍、１６親族電話番号、１７介護保険被保険者番号、１８職業・職
歴、１９学歴、２０資格、２１勤務先・通学先、２２家庭状況、２３住居
の状況、２４趣味・し好、２５生活の状況、２６在宅介護利用サービス、
２７介護者氏名、２８介護者住所、２９介護者電話番号、３０緊急連絡先
氏名、３１緊急連絡先住所、３２介護の有無・生計関係（世帯の状況）、
３３緊急連絡先電話番号、３４協力者氏名、３５協力者住所、３６協力者
電話番号、３７担当民生委員氏名、３８担当民生委員住所、３９担当民生
委員電話番号、４０かかりつけ医、４１子供との同居・別居の別、４２収
入、４３資産状態、４４課税・納税状況、４５公的扶助の受給の有無（審
議会）、４６振込先金融機関名・預金種目・口座番号・口座名義人、４７
費用負担額、４８介護保険料段階、４９健康状態（審議会）、５０傷病
名・傷病歴（審議会）、５１障害の有無・程度（審議会）、５２検診の結
果（審議会）、５３検査の結果（審議会）、５４心身の状況（審議会）、
５５顔写真・画像（審議会）、５６要介護状態区分（審議会）、５７主
義・主張（審議会）、５８人柄・性格（審議会）

本人（１～５８）、在宅援護が必要な高齢者の家族（１～９、１７、
１８、２１～２６、４２～４５、４７～５１、５４、５７、５８）、
在宅援護が必要な高齢者の支援者（１、２、４～６）

本人から収集（１～５８）、医師から収集（１～６、４０、４９～５
４）、家族等関係人（家族、介護者、相談者、介護サービス事業者、
民生委員）から収集（１～６、８、９、１３～１５、１７、１８、２
１～２９、３７～４０、４２～４５、４８～５３、５６～５８）、他
市戸籍・住民票担当課（１～５、８、９、１４、１５）、朝霞市生活
援護課から収集（１～６、４１、４５、４９）朝霞市健康づくり課か
ら収集（１～６、９、１８～２４、４２、４３、４５、４９～５２、
５４、５７、５８）、朝霞市課税課から収集（１～３、４２、４
４）、朝霞市総合窓口課から収集（１～５、８）、朝霞市障害福祉課
から収集（２～６、９、４５、４９～５１、５７、５８）、朝霞市国
保年金課から収集（２～６、９、４９、５０、５２、５８）、朝霞市
開発建築課から収集（１～４、６、７、１８、２１～２３、４２、４
３、４５、４９～５１、５７）

含む



記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

☑法第60条第2項第1号
（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイ
ル
　　　　☑有　□無

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備考

徘徊検索事業者（１～５、９、１２、２７～２９、５５）、食事の宅
配事業者（１～３、５、９、２７～２９、３０、３１、３３）、一般
乗用旅客自動車運送（寝台車）の運輸省認可事業者（１、２、５、６
９、１１、２７～２９）、緊急通報システムサービス事業者（１、
２、４～６、９、３０、３１、３３～４０、５０、５１）、福祉用品
販売事業者（１、２、６）、訪問介護事業者（１～６、２２、２３、
３０、３１、３３、４７、４９～５１）、各包括支援センター（１～
６、８、９、１３～１８、２１～３３、３７～４５、４７～５３、５
６～５８）、理容組合及び理容店（１～３、５、６、９、２７～２
９）、美容組合及び美容店（１～３、５、６、９、２７～２９）、民
間損害保険会社（１～６）、朝霞消防署（１、２、４～６、３０、３
１、３３～４０、４９～５１）、朝霞税務署（１）

―

―

法定事務・市独自事務
※どちらかに〇をしてください。

（名　称）市長公室市政情報課市政情報係

（所在地）埼玉県朝霞市本町１－１－１

―

―

―

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

個人情報ファイルの種別
□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

―

―


